
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
加
入
区
の
設
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
漁　

政　

課
）　

一

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
齢
保
健
福
祉
課
）　

一

○
家
畜
伝
染
病
に
係
る
届
出　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
畜　

産　

課
）　

一

　
　

公　
　

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届
出　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
商
工
政
策
課
）　

二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
計
画
課
）　

二

　
　

登　

載　

依　

頼

○
熊
本
県
議
会
面
会
人
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程　
　
　
　
　
　
　

（
議
会
事
務
局
）　

三

○
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
小
委
員
会
の
会
議
の
開
催　
　
　
　
　
　
　

（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
）　

四

熊
本
県
告
示
第
八
百
八
十
二
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
加
入

区
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

法
第
百
十
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
養
殖
業

一　

一
年
貝
真
珠
養
殖
業
及
び
二
年
貝
真
珠
養
殖
業

二　

小
割
り
式
一
年
魚
は
ま
ち
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
は
ま
ち
養
殖
業
、
小
割
り
式
一
年
魚
た
い
養

　

殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
た
い
養
殖
業
、
小
割
り
式
三
年
魚
た
い
養
殖
業
、
小
割
り
式
ふ
ぐ
養
殖
業
、

　

小
割
り
式
一
年
魚
か
ん
ぱ
ち
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
養
殖
業
及
び
小
割
り
式
ひ
ら
め
養

　

殖
業

熊
本
県
告
示
第
八
百
八
十
三
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

【
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
】

熊
本
県
告
示
第
八
百
八
十
四
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示

加　

入　

区　

の　

名　

称

天
区
第
二
百
三
十
加
入
区

〃　

第
二
百
三
十
一
〃

〃　

第
二
百
三
十
二
〃

〃　

第
二
百
三
十
三
〃

〃　

第
二
百
三
十
四
〃

〃　

第
二
百
三
十
五
〃

〃　

第
二
百
三
十
六
〃

〃　

第
二
百
三
十
七
〃

〃　

第
二
百
三
十
八
〃

〃　

第
二
百
三
十
九
〃

加　
　

入　
　

区　
　

の　
　

水　
　

域

天
区
第
二
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

〃　

第
二
三
一
号　
　
　

〃

〃　

第
二
三
二
号　
　
　

〃

〃　

第
二
三
三
号　
　
　

〃

〃　

第
二
三
四
号　
　
　

〃

〃　

第
二
三
五
号　
　
　

〃

〃　

第
二
三
六
号　
　
　

〃

〃　

第
二
三
七
号　
　
　

〃

〃　

第
二
三
八
号　
　
　

〃

〃　

第
二
三
九
号　
　
　

〃

加　

入　

区　

の　

名　

称

天
区
第
五
百
九
十
三
加
入
区

加　
　

入　
　

区　
　

の　
　

水　
　

域

天
区
第
五
九
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
き
な
っ
せ
大
和

鹿
本
郡
植
木
町
大
字
木
留
三
百
三
十
六

番
地
二

事　

業　

者　

名

社
会
福
祉
法
人　

熊
本
菊

寿
会

指　

定　

年　

月　

日

平
成
十
三
年
十
一
月
十
三
日



の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
公
告
第
七
百
九
十
二
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
そ
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
届
出

及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

壽
屋　

益
城
店

　
　

熊
本
県
上
益
城
郡
益
城
町
惣
領
一
四
一
五

二　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

　
　
　

変
更
前　

開
店
時
刻
午
前
十
時　

閉
店
時
刻
午
後
九
時

　
　
　

変
更
後　

開
店
時
刻
午
前
十
時　

閉
店
時
刻
午
後
十
一
時

　

２　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　

変
更
前　

午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

　
　
　

変
更
後　

午
前
十
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で

三　

変
更
す
る
年
月
日

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日

四　

変
更
に
係
る
事
項
以
外
の
届
出
事
項

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

　
　
　

株
式
会
社
壽
屋

　

２　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
　

一
、
九
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　

３　

駐
車
場
の
収
容
台
数

　
　
　

六
四
台

　

４　

駐
輪
場
の
収
容
台
数

　
　
　

三
〇
台

　

５　

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

　
　
　

一
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　

６　

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

　
　
　

三
五
立
方
メ
ー
ト
ル

　

７　

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　

二
か
所

　

８　

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　

二
十
四
時
間

五　

届
出
年
月
日

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
二
日

六　

届
出
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

　
　

熊
本
県
商
工
観
光
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
熊
本
県
上
益
城
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日
ま
で

熊
本
県
公
告
第
七
百
九
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
八
年
五
月
八
日
確
定
し
た
県
営
花
房
東
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
）
の
計
画
の
一
部
を
変
更

し
た
い
の
で
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
と
も
に
こ
の
旨
公
告
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
計
画
変
更
に
よ
り
新
た
に
編
入
さ
れ
る
地
域
内
に
あ
る
農
用
地
の
所
有
者
で
そ
の
農
用
地

に
つ
い
て
耕
作
若
し
く
は
養
畜
の
業
務
を
営
ま
な
い
も
の
、
又
は
そ
の
地
域
内
に
あ
る
農
用
地
以
外
の
土

地
を
所
有
権
以
外
の
権
原
に
基
づ
い
て
使
用
収
益
し
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
農
用
地
又
は
土
地
に
つ
い
て

こ
の
土
地
改
良
事
業
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
三
年
十
二
月

十
日
ま
で
に
菊
池
市
及
び
旭
志
村
の
各
農
業
委
員
会
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

事
業
計
画
変
更
の
概
要

　
　

県
営
花
房
東
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
）
計
画
変
更
概
要
書

二　

公
告
場
所

　
　

菊
池
市
役
所

　
　

旭
志
村
役
場
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病　

名

ヨ
ー
ネ
病

区
分

患
畜

発　

生　

年　

月　

日

平
成
十
三
年
十
一
月
十
四
日

発
生
場
所

菊
池
郡
旭
志
村

発
生
頭
数

一
戸
一
頭

適　
　

用

乳
用
牛

公　
　
　
　

告



熊
本
県
議
会
告
示
第
四
号

　

熊
本
県
議
会
面
会
人
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
議
会
議
長　

荒　

木　

詔　

之

　
　
　

熊
本
県
議
会
面
会
人
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

熊
本
県
議
会
面
会
人
等
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
年
熊
本
県
議
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
第
十
条
に
規
定
す
る
通
行
記
章
の
交
付
を
受
け
た
者
及
び
熊
本
県
職
員
（
熊
本
県
職
員
記

　

章
を
着
用
し
、
又
は
熊
本
県
職
員
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な

　

い
。

　

第
二
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

係
員
は
、
面
会
人
等
（
前
項
た
だ
し
書
の
通
行
記
章
の
交
付
を
受
け
た
者
及
び
熊
本
県
職
員
を
除

　

く
。
）
か
ら
陳
情
又
は
面
会
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
陳
情
又
は
面
会
を
受
け
る
者
に
連
絡

　

し
、
そ
の
指
示
を
受
け
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
通
行
記
章
）

第
十
条　

議
員
の
秘
書
並
び
に
職
務
の
た
め
議
事
堂
に
出
入
り
す
る
県
政
記
者
及
び
県
警
記
者
は
、
通
行

　

記
章
（
別
記
第
三
号
様
式
）
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
に
掲
げ
る
者
は
、
通
行
記
章
交
付
申
請
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
を
事
務
局
長
に
提
出
し
て
通

　

行
記
章
の
交
付
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

３　

通
行
記
章
の
有
効
期
限
は
、
議
員
の
任
期
満
了
又
は
議
会
の
解
散
に
よ
る
一
般
選
挙
の
日
を
も
っ
て

　

終
了
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
任
期
の
中
途
に
お
い
て
辞
職
、
失
職
、
除
名
又
は
死
亡
に
よ
り
議

　

員
で
な
く
な
っ
た
者
の
秘
書
に
交
付
さ
れ
て
い
る
通
行
記
章
の
有
効
期
限
は
、
そ
れ
ら
の
事
由
の
生
じ

　

た
日
を
も
っ
て
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

　

別
記
第
三
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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登　

載　

依　

頼

通
　
行
　
記
　
章
　
交
　
付
　
申
　
請
　
書

　
　
熊
本
県
議
会
面
会
人
等
取
扱
規
程
第
１
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
通
行
記
章
の
交
付
を

　
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
職
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
熊
本
県
議
会
事
務
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
様

　
　
(
注
)
１
　
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
し
ま
す
。

別
記
第
４
号
様
式
（
第
１
０
条
関
係
）



　
　
　

附　

則

１　

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

改
正
前
の
熊
本
県
議
会
面
会
人
等
取
扱
規
程
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
通
行
記
章

　

は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
以
降
は
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

熊
本
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
公
告
第
一
号

　

第
一
回
熊
本
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
小
委
員
会
の
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
は
、
次
の
と
お
り
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

川　

崎　

順　

一　

郎

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
十
日
（
月
）

　
　

午
後
二
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で
（
予
定
）

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
庁　

本
館
十
一
階　

第
一
共
用
会
議
室

三　

議
題

　

１　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
計
画
骨
子
に
つ
い
て

　

２　

そ
の
他

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

五
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
審
議
会
の
会

　
　

長
の
許
可
を
得
た
上
で
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
事
務
局
（
熊
本
県
教
育
庁
体
育
保
健
課
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
班
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
六
七
三
五
）
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本
市
国
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目
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一
八

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日
印
刷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
所　

株
式
会
社　
　
　

秀　
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平
成
十
三
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十
一
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二
十
八
日
発
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